
 

産業廃棄物管理票（マニフェスト）交付等状況報告書に関するＱ＆Ａ 

 

 １．報告対象期間

 

Ｑ1-1  当社は決算が１２月締めのため、各種伝票やデータについても暦年でまとめています

が、当該報告もこれによってまとめてよいでしょうか。 

 

Ａ1-1  廃棄物処理法施行規則第８の２７条により、毎年６月３０日までにその年の３月３１

日以前の１年間において交付した管理票の交付等の状況に関して報告書を提出する旨

定められています。 

 

Ｑ1-2  ３月３１日に交付したマニフェストの写しが戻っていないのですが、今回の報告書に

記載するのでしょうか、それとも確認してから次年度の報告に入れるべきでしょうか。 

 

Ａ1-2  交付等の状況報告ですので、未だ写しの送付がないものについても報告の対象となり

ます。 

 

 

  ２．報告の対象者

 

Ｑ2-1  昨年度のマニフェストの交付は１枚だけでしたが、報告は必要ですか。 

 

Ａ2-1  マニフェストを１枚でも交付した事業者は報告が必要です。なお、昨年度１枚も交付

しなかった場合は報告の必要はありません。 

 

Ｑ2-2  自社で廃棄物を処理している場合でマニフェストを利用している場合の報告は必要

ですか。自社運搬で処分場に持ち込む場合は必要ですか。 

 

Ａ2-2  自己処理の場合はマニフェストを交付する必要はありません。また、処理確認のため

にマニフェストを準用している場合でも報告は不要です。ただし、処分のみ他人に委

託している場合は法律によるマニフェストの交付対象となりますので報告が必要です。

このとき参考に収集運搬業者欄に「自社運搬」と記載することは差し支えありません。 

 

Ｑ2-3  マニフェストの交付を要さない者への委託の場合は報告が不要ですか？ 

 

Ａ2-3  国の広域認定を受けている者への委託や専ら再生利用のために産業廃棄物（古紙、く

ず鉄、あきびん類及び古繊維）のみの処理を業として行っている者への委託はマニフ

ェストの交付を要しませんので、本報告の対象外となります。 

     マニフェストの仕組みに準じて確認伝票などで処理終了の報告を得ている場合も報

告は不要です。 
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３．報告者  

 

Ｑ3-1 当社で発生する産業廃棄物については、県内各地の事業場について本社が一括して処理

委託契約を締結しています。この場合、本社分と事業場分を合算し、本社が一括して報告

することはできますか。また、報告先は本社のある行政庁でよいですか。 

 

Ａ3-1  本社が報告書を作成することは差し支えありませんが、原則として複数の事業場を１

つの事業場に合算することはできません。報告は事業場毎に行ってください。 

     ただし、建設工事の作業現場など、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない

事業場が２つ以上ある場合には、これらの事業場の地域を所管する県または市ごとに

一つにまとめた上で提出します。 

     また、報告先は、事業場の地域を所管する県又は市（相模原市・横浜市・川崎市・

横須賀市）となります。 

 

Ｑ3-2  様式に、法人にあっては代表者の氏名とありますが、支店長名や工場長名での報告で

もよいですか。 

 

Ａ3-2  原則として、法人の代表者名での報告となりますが、代表者でなくても支店長、工場

長など、産業廃棄物処理委託契約の権限のある方であれば結構です。 

 

Ｑ3-3  オフィスビルの管理会社がマニフェストの交付をしている場合、各会社は報告しなく

てよいのですか。 

 

Ａ3-3  ビル管理者がマニフェストの交付を行っている場合は、産業廃棄物処理委託契約の名

義にかかわらず、ビル管理者が報告者となります。 

 

 

４．報告書の記入方法  

 

Ｑ4-1  報告書の様式等は対象者に送られてくるのですか。 

 

Ａ4-1  相模原市のホームページに様式を掲載していますので、お手数ですがそちらから入手

していただくようお願いします。入手された様式等を他の排出事業者の方へ配布して

いただいても構いません。 

 

Ｑ4-2  押印は必要ですか。 

 

Ａ4-2  不要です。 
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Ｑ4-3  業種欄には具体的な名称を記載するのですか。 

 

Ａ4-3  業種については、「日本標準産業分類」の「中分類」の業種を記入してください。 

 

 

日本標準産業大・中分類一覧 ( 平成 19 年 11 月改訂 ) 

大分類 中分類  ※こちらの分類を記入します。 

A 農業，林業 01 農業 02 林業 

B 漁業 03 漁業（水産養殖業を除く） 

04 水産養殖業 

C 鉱業，採石業， 

砂利採取業 
05 鉱業，採石業，砂利採取業 

D 建設業 06 総合工事業、07 職別工事業 ( 設備工事業を除く )、08 設備工事業 

E 製造業 09 食料品製造業 

10 飲料・たばこ・飼料製造業 

11 繊維工業 

12 木材・木製品製造業( 家具を除く) 

13 家具・装備品製造業 

14 パルプ・紙・紙加工品製造業 

15 印刷・同関連業 

16 化学工業 

17 石油製品・石炭製品製造業 

18 プラスチック製品製造業 

19 ゴム製品製造業 

20 なめし革・同製品・毛皮製造業 

21 窯業・土石製品製造業 

22 鉄鋼業 

23 非鉄金属製造業 

24 金属製品製造業 

25 はん用機械器具製造業 

26 生産用機械器具製造業 

27 業務用機械器具製造業 

28 電子部品・デバイス・ 

電子回路製造業 

29 電気機械器具製造業 

30 情報通信機械器具製造業 

31 輸送用機械器具製造業 

32 その他の製造業 

F 電気・ガス・ 

熱供給・水道業 

33 電気業 

34 ガス業  

35 熱供給業 

36 水道業 

G 情報通信業 37 通信業 

38 放送業 

39 情報サービス業 

40 インターネット附随サービス業 

41 映像・音声・文字情報製作業 

H 運輸業，郵便業 42 鉄道業 

43 道路旅客運送業 

44 道路貨物運送業 

45 水運業 

46 航空運輸業 

47 倉庫業 

48 運輸に附随するサービス業 

49 郵便業( 信書便事業を含む) 

I 卸売業・小売業 50 各種商品卸売業 

51 繊維・衣服等卸売業 

52 飲食料品卸売業 

53 建築材料, 鉱物・ 

金属材料等卸売業 

54 機械器具卸売業 

55 その他の卸売業 

56 各種商品小売業 

57 織物・衣服・身の回り品小売業 

58 飲食料品小売業 

59 機械器具小売業 

60 その他の小売業 

61 無店舗小売業 

J 金融・保険業 62 銀行業 

63 協同組織金融業 

64 貸金業, クレジットカード業等非預金信用機関 

65 金融商品取引業, 商品先物取引業 

66 補助的金融業等 

67 保険業( 保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 
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K 不動産業，物品

賃貸業 

68 不動産取引業 

69 不動産賃貸業・管理業 

70 物品賃貸業 

Ｌ学術研究，専門・

技術サービス業 
71 学術・開発研究機関 

72 専門サービス業 

（他に分類されないもの） 

73 広告業 

74 技術サービス業 

（他に分類されないもの） 
M 宿泊業，飲食サ

ービス業 

75 宿泊業 

76 飲食店 

77 持ち帰り・配達飲食サービス業 

N 生活関連サービ

ス業，娯楽業 

78 洗濯・理容･美容･浴場業 

79 その他の生活関連サービス業 

80 娯楽業 

O 教育,  

学習支援業 

81 学校教育 

82 その他の教育，学習支援業 

Ｐ医療，福祉 83 医療業  

84 保健衛生 

85 社会保険・社会福祉・介護事業 

Ｑ複合サービス 

事業 

86 郵便局 

87 協同組合（他に分類されないもの） 

Ｒサービス業 

（他に分類され

ないもの） 

 

88 廃棄物処理業  

89 自動車整備業 

90 機械等修理業  

91 職業紹介・労働者派遣業  

92 その他の事業サービス業  

93 政治・経済・文化団体  

94 宗教 

95 その他のサービス業 

96 外国公務 

Ｓ公務(他に分類さ

れるものを除く） 

97 国家公務 

98 地方公務 

Ｔ分類不能の産業 99 分類不能の産業 

 

 

【問い合わせの多かった業種】 

具体的な業種 中分類 

解体工事業 07 職別工事業 

自動車解体業  

解体を主とするもの 53 建築材料, 鉱物・金属材料等卸売業  

 部品取りを主とするもの 54 機械器具卸売業 

スーパー・百貨店 56 各種商品小売業 

薬局・薬店 

ガソリンスタンド 
60 その他の小売業 

歯科技工所 83 医療業 

 

 

Ｑ4-4  事業場内で複数の業種にまたがる事業を行っている場合、「業種」欄にはどのように

記入すればよいですか。 

 

Ａ4-4  産業廃棄物を多く排出する事業に該当する業種を記入してください。 
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Ｑ4-5  「産業廃棄物の種類」の欄はどのように記入すればよいですか。 

 

Ａ4-5  次の種類を参考に記入してください。 

 

産業廃棄物の種類 特別管理産業廃棄物の種類 

燃え殻 

汚泥 

廃油 

廃酸 

廃アルカリ 

廃プラスチック 

廃プラスチック（石綿含有産業廃棄物） 

紙くず 

木くず 

繊維くず 

動植物性残さ 

動物系固形不要物 

ゴムくず 

金属くず 

ガラス・コンクリート・陶磁器くず 

ガラス・コンクリート・陶磁器くず 

（石綿含有産業廃棄物）

鉱さい 

がれき類 

がれき類（石綿含有産業廃棄物） 

コンクリート破片 

アスファルト・コンクリート破片 

動物のふん尿 

動物の死体 

ばいじん 

１３号廃棄物 

建設系混合廃棄物 

建設系混合廃棄物（石綿含有産業廃棄物） 

安定型混合廃棄物 

管理型混合廃棄物 

シュレッダーダスト 

廃自動車 

廃電気機械器具 

廃電池類 

複合材 

廃油（揮発油類等） 

廃油（揮発油類等・特定有害） 

廃酸（PH2.0 以下） 

廃酸（PH2.0 以下・特定有害） 

廃アルカリ（PH12.5 以上） 

廃アルカリ（PH12.5 以上・特定有害） 

感染性産業廃棄物 

(特定有害廃棄物） 

廃 PCB 等 

PCB 汚染物 

PCB 処理物 

廃石綿等（特定有害） 

指定下水汚泥 

鉱さい（特別有害） 

燃え殻（特定有害） 

廃油（特定有害） 

汚泥（特定有害） 

廃酸（特定有害） 

廃アルカリ（特定有害） 

ばいじん（特定有害） 

１３号廃棄物（特定有害） 
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Ｑ4-6  バッテリーや蛍光灯などの混合廃棄物は、「産業廃棄物の種類」の欄にどのように記

入すればよいですか。 

 

Ａ4-6  排出段階で一体不可分のバッテリーや蛍光灯なども、Ａ4-5 の表の区分により記入し

てください。 

 

【問い合わせの多かった産業廃棄物の種類】 

産業廃棄物の名称 該当する種類 

ペンキ 廃油 

写真・レントゲン定着液 廃酸 

写真・レントゲン現像液 

LLC（ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌｸｰﾗﾝﾄ） 
廃アルカリ 

畳（合成繊維製） 

発泡スチロール 
廃プラスチック 

畳 繊維くず 

パソコン 

自動販売機 

蛍光灯 

廃電気機械器具 

乾電池、バッテリー 廃電池類 

バイク、自転車 廃自動車 

机、いすなどの什器 複合材 

 

Ｑ4-7  排出段階で複数の産業廃棄物が分別されているにもかかわらず、１枚のマニフェスト

で複数の産業廃棄物の種類欄にチェックし、産業廃棄物を排出している場合はどのよう

に報告書に記入すればよいですか。 

 

Ａ4-7  排出段階で一体不可分の状態で混合している産業廃棄物ではなく、本来は廃棄物の種

類毎にマニフェストを交付するところを１枚で交付してしまっている場合は、混合廃

棄物の例に準じて複数廃棄物の種類を記入してください。 

     なお、今後は廃棄物の種類毎にマニフェストを交付するようにしてください。 

 

Ｑ4-8  石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はどのように記入すればよいでしょうか。 

 

Ａ4-8  「がれき類（石綿含有産業廃棄物を含む）」、「ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を含

む）」のように記入してください。 

     ただし、各産業廃棄物の種類の区別ができない場合は、「石綿含有産業廃棄物（がれ

き類、ガラスくず）」のように記入してください。 

 

Ｑ4-9  マニフェストに記載された排出量の単位が立法メートルまたはトン以外の場合（～台、

～本、～枚など）における換算方法を教えてください。 

 

Ａ4-9  実際に委託した廃棄物の処分場で計測したときの記録など重量を把握している場合

はそれによってください。「ドラム缶１本、一斗缶１個」など、積載した廃棄物の体積
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が推計できる場合は、その数値に「産業廃棄物の体積から重量への換算係数」の換算

係数を掛けて値を算出します。 

     体積及び排出量の推計が難しい場合は、廃棄物の原料製造業者に問い合わせるか、

または性状の似た廃棄物を参考に排出量を算出してください。 

 

産業廃棄物の体積から重量への換算係数（参考値） 

産業廃棄物の種類 換算係数 

1 燃え殻 1.14 

2 汚泥 1.10 

3 廃油 0.90 

4 廃酸 1.25 

5 廃アルカリ 1.13 

6 廃プラスチック 0.35 

7 紙くず 0.30 

8 木くず 0.55 

9 繊維くず 0.12 

10 

食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において

原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不

要物 

1.00 

11 
とさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理した食鳥に

係る固形状の不要物 
1.00 

12 ゴムくず 0.52 

13 金属くず 1.13 

14 

ガラスくず、コンクリートくず（ 工作物の新築、改

築又は除去に伴って生じたものを除く）及び陶磁器く

ず。 

1.00 

15 鉱さい 1.93 

16 
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリ

ートの破片その他これに類する不要物 
1.48 

17 動物のふん尿 1.00 

18 動物の死体 1.00 

19 ばいじん 1.26 

20 
産業廃棄物を処分するために処理したものであって、

前各号に掲げる産業廃棄物に該当しないもの 
1.00 

21 建設混合廃棄物 0.26 

22 廃電気機械器具 1.00 

23 感染性廃棄物 0.30 

24 廃石綿等 0.30 
 

【注意１】上記の換算係数は 1 立方メートル当たりのトン数（ｔ/㎥） 

【注意２】この換算表はあくまでマクロ的な重量を把握するための参考値です。 

【注意３】特別管理産業廃棄物のうち、感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外については、それ

ぞれ 1から 19 に該当する品目の換算係数に準拠します。 

【注意４】「２ｔ車１台」といったような場合には、積載した廃棄物の体積を推計し、それに上

記換算係数を掛けることによりトン数を計算する方法があります。 
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Ｑ4-10  排出量が少ない場合、小数点第何位まで記入すればよいですか。 

 

Ａ4-10  排出量に記載する数字は、各事業者で管理している有効数字で報告していただいて

構いませんが、１tに満たない場合の最小値は小数点第３位（１Ｋｇまで）として報告

してください。 

     〔例〕  ２３５４Kg ＝ ２．３５４t 

                 ０.９５７Kg ＝ ０．００１t 

 

Ｑ4-11  処分場まで、区間を区切って運搬を委託（積み替え保管）しています。この場合、

運搬受託者はどのように記入すればよいですか。 

 

Ａ4-11  積替え保管などにより複数の運搬業者が運搬を行う場合は、区間ごとの運搬業者に

ついて全て記入します。 

     これら積み替え保管の第２区間以降及び再受託における「運搬受託者」欄には、（区

間委託）及び（再委託）と記入し、区間委託又は再委託であることが分かるようにし

てください。 

 

Ｑ4-12  「運搬先の住所」と「処分場所の住所」が同じ場合は同じ住所を記入するのですか。 

 

Ａ4-12  「運搬先の住所」と「処分場所の住所」が同じ場合は、「処分場所の住所」の記入は

必要ありません。 

 

Ｑ4-13  記入する産業廃棄物の種類や運搬受託者の数が多いため、報告書（様式第３号）の

１枚だけでは足りない場合はどのようにすればよいですか。 

 

Ａ4-13  報告書が２頁以上になる場合は、２頁目以降は様式に準じて作成してください。 

なお、ホームページに掲載している報告書は継続用紙も含んでいます。 

 

 

５．報告書の提出方法  

 

Ｑ5-1  報告書の提出先を教えてください。 

 

Ａ5-1  事業場の所在地を管轄する行政庁に提出します。相模原市内の事業場であれば相模原

市役所に提出します。   ※提出先の住所は最終ページに記載しています。 

 

Ｑ5-2  相模原市以外に事業場がある場合の報告書の提出先を教えてください。 

 

Ａ5-2  横浜市、川崎市、横須賀市、これら以外の県内の市町村に事業場がある場合は県政総

合センターあてに報告することになります。 

     なお、短期間の事業場が複数ある場合でも、県と市または複数の市の排出事業場の
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報告をまとめることはできませんので、それぞれ報告書を作成してください。 

     お手数ですが、宛先には「マニフェスト交付等状況報告 担当行き」と記入してく

ださい。   ※提出先の住所は最終ページに記載しています。 

 

Ｑ5-3  提出期限及び提出の方法を教えてください。 

 

Ａ5-3  毎年４月１日から６月３０日の間に提出します。紙に打出したものを、１部、郵送で

提出してください。（直接、窓口で提出されても結構です。） 

 

Ｑ5-4  提出部数は何部ですか。また、控えをもらうことはできますか。 

 

Ａ5-4  提出部数は１部です。 受領印の押印のある控が必要な場合は、返送用封筒（切手を

貼ってください。）と共に２部郵送してください。直接、窓口で提出される場合も２部

お持ちになれば、その場で控えをお返しします。 

 

Ｑ5-5 ＣＤ－Ｒや電子メールでの提出はできますか。 

 

Ａ5-5 紙媒体での提出をお願いします。電子ファイルで報告書を作成した場合も、紙に打出し

た状態で提出してください。 
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報 告 書 提 出 先 

事 業 所 の 所 在 地 提 出 先 住 所 

相模原市 
〒252-5277 相模原市中央区中央２-11-15 
相模原市環境経済局資源循環部廃棄物指導課 
マニフェスト交付等状況報告担当行き 
○TEL (042)769-8358  

鎌倉市、逗子市、三浦市、葉
山町 

〒238-0006 横須賀市日の出町 2-9-19（県横須賀合同庁舎） 
横須賀三浦地域県政総合センター環境部 
マニフェスト交付等状況報告担当行き 
○TEL 046-823-0210（代表） 

厚木市、大和市、海老名市、
座間市、綾瀬市、愛川町、清
川村 

〒243-0004 厚木市水引 2-3-1（県厚木合同庁舎） 
県央地域県政総合センター環境部 
マニフェスト交付等状況報告担当行き 
○TEL 046-224-1111（代表） 

平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、
秦野市、伊勢原市、寒川町、
大磯町、二宮町 

〒254-0073 平塚市西八幡 1-3-1（県平塚合同庁舎） 
湘南地域県政総合センター環境部 
マニフェスト交付等状況報告担当行き 
○TEL 0463-22-2711（代表） 

南足柄市、中井町、大井町、
松田町、山北町、開成町 

〒258-0021 足柄上郡開成町吉田島 2489-2（県足柄上合同庁舎）
足柄上地域県政総合センター環境部 
マニフェスト交付等状況報告担当行き 
○TEL 0465-83-5111（代表） 

 

小田原市、箱根町、真鶴町、
湯河原町 

〒250-0042 小田原市荻窪 350-1（県小田原合同庁舎） 
西湘地域県政総合センター環境部 
マニフェスト交付等状況報告 担当行き 
○TEL 0465-32-8000（代表） 

横浜市 

〒231-0013 横浜市中区住吉町 1-13(松村ビル 8 階)  
横浜市資源循環局適正処理部産業廃棄物対策課 
マニフェスト交付等状況報告担当行き 
○TEL (045)671-2513  

川崎市 

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１(第３庁舎) 
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課 
マニフェスト交付等状況報告担当行き 
○TEL (044)200-2581  

横須賀市 

〒238-8550 横須賀市小川町 11 
横須賀市環境部環境管理課 
マニフェスト交付等状況報告担当行き 
○TEL (046)822-8418  

神
奈
川
県 

お問合せは、相模原市 環境経済局資源循環部廃棄物指導課へ 電話 042-769-8358 


